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【策定経過】 

 
 
 
 

 

 

 

区     分 期     間 

身延町行政改革大綱（第一次） 平成１７年度から平成２１年度 

身延町行政改革大綱（第二次） 平成２２年度から平成２４年度 

ページ １ 

Ⅰ行政改革の基本姿勢 

１ 行政改革の必要性 
 

地方と国の関係は、新たな局面を迎え、地方自治体は、「自らの責任と判断で

自らのまちづくりを行っていく」ことが求められ、地域の発展のためには、町の

将来のビジョンを行政と町民が共有し、それぞれの役割と責任を担いながら連携

し協働のまちづくりに取り組むことが必要になります。 

身延町では、景気の低迷や少子化、高齢化の進展など、厳しい社会情勢の中、

行財政改革を最重要施策と捉え、平成１７年１２月に「身延町行政改革大綱」

（平成１７年度～平成２１年度）を策定し、５年間の取り組みを経て、平成２２

年３月に「身延町行政改革大綱（第二次）」（平成２２年度～平成２４年度）を

策定し、「１.職員の行動改革を推進」「２.健全な行財政運営を推進」を推進項
目に掲げ、各年度の進捗状況を確認する中で、職員の改善意識の高揚、町民参加

と協働のまちづくり、財政基盤の強化、地方分権に対応する行政システムの構築

に取り組んできました。 

しかしながら、益々厳しさを増す社会・経済情勢の中、町が抱える様々な課題

に迅速かつ的確に対応し、将来に渡り安定した町民サービスを提供するために

は、地域社会の動向を敏感に察知しつつ、組織として、より一層の推進体制の構

築が重要であり、町民と協働する自立した自治体運営が必要です。 

本町では、身延町民憲章を基調とする第一次身延町総合計画の基本理念である

「やすらぎと活力にあふれた、ひらかれたまちづくり」を目指してきました。着

実な町づくりを進めるためには、行政改革への不断の努力が必要であり、更なる

改革に向けて、今までの行政改革への取り組みの成果と反省を踏まえ、本町の新

たなる行政改革の骨子を示した「身延町行政改革大綱（第三次）」（平成２５年

度～平成２７年度）を策定し、引き続き行財政改革に取り組みます。 



 

 

 

 

（1）人口減少社会の到来 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所から 

 少子・高齢化の急速な進展により、社会構造が大きく転換するなか、本町の人

口は、合併以降減少傾向にあり、今後も減少傾向が続くものと推計されています。

特に生産人口（15～64歳）の減少は、町の活性化の減退をもたらすことが懸念さ
れます。全町的な少子・高齢化対策に併せて、地域の活性化対策に取り組んでい

きます。 

長期階層別人口推移・推計
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●10年後には、老年人口が生産人口を
上回ってしまう。 

●20年後には１万人を割ってしまう。 



 

 

 

（２）行財政運営の課題 

 

 
（*1）「合併算定替加算措置」とは「合併後１０年間は、旧町の町が存在するものとみなして、計算

した交付税の合算額を下回らないようにし、１１年目以降は、その額を縮減させていき、１６年目か

らは、合併後本来の交付税額とする国のしくみです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政改革大綱の取組期間 
早いスピードで変化する社会の状況へ適切に対応をするためには、従来よりも短

いスパンで取り組み、期限を定めての見直しが必要だと判断しました。 

このことから、平成２５年度から平成２７年度までの３年間を本行政改革大綱に

基づく取組期間とし、具体的な実行プランを定め、年度ごとに成果と課題を検証し、

目標の見直しを行うローリング方式（修正、補正をしながら）で取り組みを進めま

す。 

 

３ 実行プランの策定及び進行管理 
本行政改革大綱の推進項目を具体的かつ着実に推進していくため、実施計画とな

る「身延町行政改革実行プラン」を策定します。 

ページ ３ 
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１０年間の算定替加算（Ｈ24実績 １０億円）  ５年間で段階的に縮減  

▲１０億円  

       

                

                

                

                

                

  

           

       

        

         

          

           

         

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

 本町は、厳しさを増す財政状況のなか、国から交付される地方交付税の合併算定替加

算措置（*1）や合併特例債(地方債)などの合併による財政支援策を活用しています。これ
らの特例期間は、平成１７年度から平成２６年度までの１０年間となっています。 

 地方交付税の合併算定替加算額は平成２４年度実績で、約１０億円となり、地方交付

税額の約２２％を占めています。平成２７年度からは、５年間かけて段階的に地方交付

税が削減されて、平成３２年度からは、身延町本来の地方交付税額（一本算定額）とな

ることから、行財政運営の課題に取り組んでいきます。 

      身延町本来の地方交付税額（一本算定額）  

     合併算定替加算額  

地方交付税の合併算定替加算措置のイメージ図    

（▲1億円） 

（▲3億円） 

（▲5億円） 

（▲７億円） 

（▲9億円） 

《１０億円》 

縮減額 
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行政改革に対して、全職員が危機意識と心構えを持ちながら取り組みを進めるた

めには、定量的な目標を設定することが重要となります。このため、数値目標を設定

できる項目については、「身延町行政改革実行プラン」において設定します。 

実施計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクル（*2）に基づいて点検を行い、

計画の進捗状況の把握と実施内容の見直しを行います。 

なお、計画の進捗状況等については、これまでどおり積極的に情報の公開に努めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－知恵と工夫による地域の発展－ 
 地方分権型社会に適応した自治体として、町民にとって満足度の高い行政サービ

スを安定的に供給し、個性的で堅実なまちづくりを推進していくためには、財政の健

全性を維持し、町民と行政がそれぞれの役割と責任を担いながら、協働して地域経営

をしていく自覚と仕組みが必要になります。 

 そのためには、町民自治（*3）の充実へ向けた取り組みに努め、積極的な情報共有

と十分な説明を行い、相互の信頼を深めながら一歩ずつ改革を進めていきます。 

すべての職員は、この町で暮らす町民の福祉向上と地域社会の発展が使命である

ことを常に自覚し、自己の能力を最大限発揮しながら率先して行財政改革へ取り組

んでいきます。 

 このような観点から、「知恵と工夫による地域の発展」を行政改革推進の基本理念

とします。 
  

（*3）「町民自治」とは「地域・コミュニティの事柄・問題は、まず、地域の人々がみんな

で考え、責任を持って決定し、解決を主導していくことです。」 

ページ ４ 

Ⅱ基本理念 

①行政改革（大綱） 

実施計画 Plan（計画） 

 

②Do 
(計画の
実施) 

③Check 
(評価) 

④

Action 
(計画の 
見直し) 

（*2）ＰＤＣＡサイクル 

①計画（行政改革大綱・実

施計画）→②進捗の管理

（計画の実施）→③成果

指標等の検証（施策・事務

事業の評価）→④施策の

重点化・事業の新設統廃

合（見直し）の循環 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

 サイクル 

進行管理のイメージ図 
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『小さくて効率的な役場経営』 
限られた人員、予算などの中で、「行政の効率化」をいかにして図るのかが行政改

革の課題とも言えます。既存の施策・事務事業の“カイゼン” (*4)を図り、効果の薄

い施策は勇気を持って“廃止”しながら、財源と人的資源を重要施策へ重点的に配分

する仕組みを再構築していくことが喫緊の課題です。 

そのためには、様々な行政課題に柔軟な対応ができる職員の育成が重要です。ま

た、夢のある町づくりへ積極的にチャレンジする組織風土づくりも欠かせません。 

町民等との対話から町政に対する要望を的確に把握し、適切に解決することで行

政と町民の信頼関係の強化に努め、総合計画に掲げたまちづくりの目標である「新た

な公共空間の形成(*5)」を目指して、未来志向と柔軟な発想を持ち、繊細でありなが

ら大胆な行動力を発揮して「小さくて効率的な役場経営」の実現に取り組み続けま

す。 
（*4） “カイゼン” 

 製造業では海外でも“Kaizen”で通用する言葉となり、上からの命令で実行するのではなく、

現場の作業者が自分で知恵を出して変えていくことが大きな特徴で、持続性、継続性が重視され

る。ここでは、職員の一人ひとりが中心となり行政改革をボトムアップしていくことを強調する

ため、意図的に用いています。 

（*5）「新たな公共空間の形成」 

 公共的サービスは行政が担うべきものという従来の考え方から、地域において担い手となる多

様な主体（住民、コミュニティ組織、各種団体、NPO、企業等）の参画を得て、行政と協働して公

共的サービスを提供していく仕組みに変革していくことです。 

 

 

 
 一人ひとりが改革実行の担い手 
私たちは地方行政のプロフェッショナルとしての自負を持ち、有益な情報の取得

に努め、常に町民の目線で行政ニーズを把握し、前例に拘らない柔軟な姿勢で迅速に

地域の課題へ対応出来得る実行力の高い行政組織の構築を目指します。全職員が行

政課題を共有し、知恵を出し合い、機動的に行動できる実行主体となるべく「一人ひ

とりが改革実行の担い手」を基本方針とし、“職員の行動改革と町民との連携と協働

の推進”と“組織力の強化と財政基盤の確立”を重点課題に位置づけて取り組みま

す。 

 
 

１ 職員の行動改革と町民との連携と協働の推進  
人口の減少、高齢化の進行、地方税（交付税含む）の減少などの外部要因と行政サー

ビスの拡大、施設の維持管理費の増加、高コスト体質などの内部要因による構造的な

ページ ５ 

Ⅳ基本的な取組方針 

Ⅲ達成目標 

Ⅴ推進項目 
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懸念材料を持ち合わせていることを共通認識し、事務事業に対する「カイゼン意識」

と行政経費に対する「コスト意識」を共有できる組織風土づくりに引き続き努めてい

きます。 

また、自主的な町民の活動や公共的な活動を支え、町民と連携した体制の充実を図

り、町民と行政の絆を深め一人ひとりが地方行政のプロフェッショナルとしての自

負を持ち、自立と自律を基本として積極的な自己研鑽を積み、町民の視点に立って協

働して行動できる行政マンを目指し、職員の行動改革と町民との連携と協働を推進

します。 

  
（１）共通認識の徹底 

① 行政改革の原点回帰 

職員が自ら行政改革の必要性と目的を自覚し、「上司からの指示待ち」や「前例に

従う」といった意識を捨て、一人ひとりの職員が、役場の仕事に対する「カイゼン意

識」を常に念頭に置き「自己改革」を行うことに取り組んでいきます。 

行政が地域社会における最大のサービス業であることを自覚し、町民へ積極的に

声をかけ、窓口対応や電話対応における接客態度の向上と、事務処理手続きの簡素

化、迅速化に努めます。 

 

②「運営」から「経営」への意識チェンジ 

行政運営を「管理」から「経営」に転換し、民間の経営手法を取り入れながら、町

民の満足度がさらに向上するよう、事務・事業の短期的な成果目標を設定するととも

に、単に事務・事業を続けること（運営すること）が目的にならないよう、経営視点

からの評価に基づき、成果を重視した行政経営を行っていきます。 

 

③ 町民視点で発想できる職員 

各職場で、それぞれの立場の職員が単に行政の仕事をするのではなく、まず、町民

を中心に据えて、町民と同じ視点で協働し業務を遂行するように心がけます。 

従来の行政手法にとらわれずに、町民ニーズをはじめとした地域の情報を的確に

把握・分析し、地域の資源や魅力を発掘し活性化するまちづくりを推進していきま

す。 

 

 

 

ページ ６ 

【求められる職員像は】 

１ 町民と協働し、責任ある行動をとり、町民から信頼される職員 

２ 目標達成志向とコスト意識を持ち、創意工夫による職務を遂行できる職員 

３ 前例をそのまま引き継ぐことや、慣例主義から脱却し問題解決に挑戦する職員 
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（２）連携と協働の推進 

①「きっかけ」の提供 

町民全体で地域づくりを推進するうえで、町民と町が協働して築く地域づくりが

必要です。町の仕事を町民が代行する発想では、真に効果のあがる地域づくりにはな

りません。 

町では、積極的に町民が活動し、自主性を備えた創意工夫を発揮できるような

「きっかけ」を提供することに取り組みます。 

 

② 町民とのパートナーシップ 

協働は、町政推進の重要ポイントとなります。町は、住民の自由で多様な発想や活

動を支える黒子役に徹します。従来、行政が行ってきたことであっても、今後も全て

行政が担っていくのは難しくなります。ＮＰＯ、ボランティア等、町民が地域の課題

に自ら取り組む芽を育て、パートナーシップの構築を推進し、地域の社会的資源の効

率的・効果的活用を通じて、きめ細やかな地域公共サービスの充実に取り組みます。 

 

③ 情報公開と説明責任 

政策情報や財政情報など分かりやすく積極的に公開するとともに、町の広報誌、町

ホームページをはじめとした行政情報の提供手段など改善を図り、情報公開と説明

責任の徹底に努めます。 

 

 

２ 組織力の強化と財政基盤の確立  
人口の減少、地方交付税の削減、また、地方への権限移譲の進展により、新たな行

財政需要に対応するための立案や意思決定など、迅速な政策形成ができる職員の育

成、職員が結束した組織力が求められています。町民の利便性の向上を目指した質の

高いサービスを提供できるよう組織の簡素・合理化を進め、組織力の強化に努めま

す。 

また、将来的に町税の収入の減少や扶助費の増加等が懸念されることから、徹底し

た歳出の削減と財源の確保に取り組み、財政基盤を強化し本町の財政健全化に引き

続き取り組んでいきます。 
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【目指す職員像実現のための能力】 

１政策能力  
・政策課題の発見、政策の企画・立案、実施、評価、見直しが行うことができる能力 

２効率化能力 
・コスト意識を持ち、無駄なく効果を上げる能力 

３町民と協働する能力 

・町民と協働し共通の認識に立ち、住んでいたい、住んで良かったと思える地域社会を作る能力 



 

 

身延町行政改革大綱 （第三次）  

（1）地方分権に対応できる行政システムを構築 

① 行政体制の見直し・整備 

 地方分権の進展により、様々な権限移譲事務をはじめとする新たな行政需要への的確な対

応を図るとともに、住民の多様なニーズに対応するため、組織全般の点検を継続し、簡素で

ありながらも効率性の高い行政体制の構築を目指します。  

 

② 適正な定員管理 

最少の人員で最大の効果をあげるため、職員一人ひとりの業務量を的確に把握し、職員間

の負担の公平化に配慮し適正な配置を図ります。また、臨時職員についても単に正規職員の

補充をするのではなく、職務内容を充分精査し、雇用期間及び賃金を検討するなかで適正な

定員管理に努めます。 

 

③ 人材（財）育成 

職員には、町の施策に対する適切な理解力、幅広い知識や教養、さらには、政策形成力や

実行力が求められています。常に町民との協働に心がけ、地域の先頭に立ち、町民との意見

調整や地域間の連携づくりを推進する職員の育成を推進します。 

また、人事による組織の活性化と公務能率の向上・やる気の発揚を図るため、職員の資質

とやる気を重視した昇任制度を検討し、人事評価制度の活用を図りながら人材（財）育成に

取り組みます。 

 

（２）財政基盤の強化 

① 公有財産の管理運営 

公共施設などの公有財産については、人口構造の変化や厳しい財政環境により、今後、町

が保有すべき施設等について、町民ニーズに対応した最大限の有効活用が要求されることか

ら、全ての公の施設について、必要性、管理運営の評価・検討を行い町民の利便の向上に配

慮した管理運営に努めるとともにコストの削減を図ります。 

 

② 補助金等の整理合理化 

  各種団体の統合と自立の向上を促すとともに、補助金等の見直し指針により、行政の責任

分野や経費負担のあり方、補助効果等の交付基準を明確にしながら、終期設定や廃止、統合

等による整理合理化を進めます。 

 

③ 自主財源の確保 

 企業の誘致や起業の支援について常に情報収集と検討に努め、新たな雇用の創出を目指し

ます。また、定住促進対策など、特に若者定住を拡大する施策を積極的に展開し、自主財源

の確保に取り組みます。 

 また、税負担の公正確保と受益者負担の原則に立ち、法令等に定められた事務手続きを全

庁一体となり着実に実施するとともに、申告、納税の更なる啓発に努め、収納率の向上に努

めます。 

 
④地方交付税合併算定替えによる組織的な取り組み 

地方交付税の段階的な縮減に向けて、将来の財政負担を見通した効率的で適正な財政運

営を推進するため、数値目標等を定め、計画的な財政運営を組織全体で取り組んでいきます。 

 

 

 

ページ ８ 



 

 

身延町行政改革大綱 （第三次） 概念図 

 

ページ ９ 

（１）共通認識の徹底 

 ①行政改革の原点回帰 

 ②「運営」から「経営」への意識チェンジ 

 ③町民視点で発想できる職員 

（２）連携と協働の推進 

 ①「きっかけ」の提供 

 ②町民とのパートナーシップ 

 ③情報公開と説明責任 

(１）地方分権に対応できる 

          行政システムを構築 

 ①行政体制の見直し・整備 

 ②適正な定員管理 

 ③人材（財）育成 

（２）財政基盤の強化 

 ①公有財産の管理運営 

 ②補助金等の整理合理化 

  ③自主財源の確保 

  ④地方交付税合併算定替えによる   

組織的な取り組み 

 知恵と工夫による地域の発展 

 小さくて効率的な役場経営 

 一人ひとりが改革実行の担い手 

付属資料１ 

１職員の行動改革と 

 町民との連携と協働の推進 

２組織力の強化と 

     財政基盤の確立 
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  各課等 

《改革実行の基礎グループ》 

  ◆課内会議 ※諸施策の実行※職員提案等 

 

◆推進リーダー会議 
推進リーダー（本部長の指名） 

※大綱案の策定 

※プラン案の策定 

※諸施策案の策定 

ワーキンググループ 

職員の中から公募等 

※調査・研究等 

◆推進幹事会議 
本部長（町長） 

副本部長（教育長） 

推進幹事（課長等） 

※大綱案の策（改）定 

※実施計画の策（改）定 

※諸施策案の決定 

※実施計画の進行管理 

町長 

推進委員１０名 

（有識者・公募者） 

※行政改革の推進に関する

重要事項を調査及び審議す

る。 

※必要に応じて町長へ意見

する 

事務局（総務課） 

事務局長（総務課長） 

事務局員（行革担当） 

 

※行政改革推進委員会の

庶務 

※行政改革推進本部の庶

務 

町 

 

 

 

民 

 

◎
行
政
情
報
の
共
有 

◎
進
捗
状
況
の
公
表 

付属資料２-1 

 

◎
町
長
へ
意
見
・
提
案 

   行 政《執行機関》 
議会 
《議事機関》 

 

（
※
）
パ
ブ
リ
ッ
ク 

コ
メ
ン
ト
制
度 

（※）パブリックコメン
ト制度 

 行政が、政策や計画等

を立案するに当たり、素

案を公表して、町民等に

意見を募集し、政策など

の決定に反映させる制度

です。 
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  1 行政改革推進委員会 
  

   

  

 

 

 

  ２ 行政改革推進本部 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ３ 各課等 
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付属資料２-2 

  行政改革推進委員会は、町長の諮問に応じて、本町の行政改革の推進に関する重要事

項を調査及び審議し、答申します。また、必要に応じて町長に意見を申し出ることができま

す。 

委員の数は１０名以内で、町政に関して優れた識見を有する者及び公募による者から町

長が委嘱します。 

   行政改革推進本部は、行政改革大綱及び実施計画（行政改革実行プラン）の策定・実

施、その他行政改革に係る重要事項を審議します。 

 本部長を町長、副本部長を教育長とし、課長等及び本部長が指名する職員をもって組

織します。 

（１） 推進幹事会 

 行政改革推進幹事会は、本部長、副本部長及び課長等をもって組織し、行政改革大綱

及び実施計画（行政改革実行プラン）の策定・実施、その他行政改革に係る重要事項を審

議します。 

（２） 推進リーダー会議 

 推進リーダー会議は、本部長の指名した職員で構成し、行政改革大綱及び実施計画

（行政改革実行プラン）の素案の検討・調査を行います。また、喫緊の課題処理に対して

は、全職員の中から有志を募り、随時ワーキンググループを設置して対応策の検討を行

います。 

  各課等は、管理職のもと担当する事務事業の“カイゼン”を図るため持続的に研究・検討を

行い、主体的に改革の実行に努めます。また、各課等から庁内への“カイゼン”提案も積極

的に行います。 

推進体制 



 

 

        

  

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

クレドカードは、身延町役場職員の基本的な信

条を表すものです。職員全員がこれを理解し、

自分のものとして受け止め、地方行政のプロ

フェッショナルとして職務に専念します。 

1 私は、丁寧でわかりやすい言葉で町民と接し、親身な姿勢を大切にします。 

2 私は、コスト意識の高い職員であり続けます。 

3 私は、町民の声を真摯に受け止め、住民ニーズに柔軟かつ果敢に挑戦します。 

4 私は、仕事に効率性を追求し、創意工夫による業務カイゼンに取り組みます。 

5 私は、前例なきことにも勇気をもって挑戦し、解決への新しい発想を大切にします。 

6 私は、時代の変化を適確にとらえ、より良い自己改革について考えます。 

7 私は、行政サービスの向上策を主体的に実行する仲間を尊敬します。 

8 私は、職場内のチームワークを重視し、スピード感ある仕事を心掛けます。 

9 私は、人とのネットワークを幅広く育み、つながりの力を大切にします。 

10 私は、コミュニティを構成する一人として、積極的に地域活動へ参加します。 

※クレドは、ラテン語で「信条」「志」を意味する言葉です。 


